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一

監
査
委
員

山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
住

民
監
査
請
求
の
監
査
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日

山
梨
県
監
査
委
員
　
　
小
　
　
林
　
　
二
　
　
三

同
　
　
　
　
　
　
　
　
早
　
　
川
　
　
正
　
　
秋

同
　
　
　
　
　
　
　
　
白
　
　
倉
　
　
政
　
　
司

同
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
　
村
　
　
照
　
　
人

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
号
　
　
平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

一
月
二
十
五
日

号
外
第
三
号

金　曜　日

山
梨
県
知
事
措
置
請
求
に
対
す
る
監
査
結
果
�

�（
監
査
の
請
求
）
�

第
１
　
請
求
人
�

　
　
　
甲
府
市
桜
井
町
２
８
０
番
地
の
７
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
　
茂
�

　
　
　
甲
府
市
山
宮
町
３
３
７
１
番
地
の
９
０
　
　
　
　
　
　
佐
野
修
二
�

　
　
　
中
巨
摩
郡
敷
島
町
大
久
保
１
４
０
０
番
地
１
０
２
　
　
志
村
喜
一
�

第
２
　
請
求
年
月
日
及
び
受
付
年
月
日
�

　
　
　
平
成
１
３
年
１
１
月
１
９
日
�

第
３
　
請
求
の
要
旨
�

�
　
１
　
別
表
１
掲
載
の
業
務
委
託
契
約
の
締
結
は
、
入
札
参
加
資
格
を
持
た
な
い
無
資
格
者
を
入
札
参

　
　
加
さ
せ
、
落
札
し
た
当
該
無
資
格
者
と
締
結
し
た
も
の
で
違
法
で
あ
る
。
�

　
　
　
知
事
に
対
し
、
違
法
行
為
の
存
在
と
発
生
原
因
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
是
正
し
、
県
民
へ
謝

　
　
罪
す
る
よ
う
求
め
る
。
�

�
　
２
　
平
成
１
３
年
ま
で
の
１
０
年
間
、
県
土
木
部
都
市
計
画
課
及
び
財
団
法
人
山
梨
県
公
園
公
社
（
以

　
　
下
「
公
園
公
社
」
と
い
う
。
）
が
、
山
梨
県
造
園
建
設
業
協
同
組
合
（
以
下
「
造
園
組
合
」
と
い
う
。
）

　
　
と
締
結
し
た
植
栽
管
理
業
務
委
託
契
約
の
締
結
は
、
随
時
契
約
の
条
件
に
適
合
し
な
い
も
の
で
不

　
　
当
で
あ
る
。
�

　
　
　
知
事
に
対
し
、
競
争
入
札
を
し
た
場
合
と
比
較
し
た
損
害
金
２
億
円
を
、
契
約
当
事
者
が
県
に

　
　
支
払
う
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。
�

別
表
１
�発
注
者
�

�（
財
）山
梨
県

公
園
公
社
�

（
財
）山
梨
県

県
民
ス
ポ
ー
ツ

事
業
団
�

峡
中
地
域
振

興
局
�

�峡
東
地
域
振

興
局
�

�峡
南
地
域
振

興
局
�

��峡
北
地
域
振

興
局
�

入
札
日
�

�Ｈ
１３
．５
．８
�

Ｈ
１３
．５
．２４
�

Ｈ
１３
．５
．２５
�

��Ｈ
１３
．３
．２８
�

��Ｈ
１３
．４
．２６
�

��Ｈ
１３
．４
．２６
�

�Ｈ
１３
．４
．２６
�

�Ｈ
１３
．７
．１０
�

�

契
約
内
容
�

�笛
吹
川
フ
ル
ー
ツ
公

園
外
植
栽
管
理
�

小
瀬
ス
ポ
ー
ツ
公
園

外
植
栽
管
理
�

�国
道
１
４
０
号
外
植

栽
管
理
�

�国
道
４
１
１
号
外
�

土
木
施
設
景
観
�

植
栽
管
理
�

国
道
３
０
０
号
外
�

植
栽
管
理
�

市
川
大
門
下
部
身
延

線
外
植
栽
管
理
�

国
道
１
４
１
号
外
�

植
栽
管
理
�

�

落
札
者
�

契
約
者
�

（
株
）
石
和
植

木
他
７
社
�

（
有
）
窪
田
造

園
他
７
社
�

�（
株
）
ア
セ
ラ

他
１
５
社
�

�東
勝
緑
産
�

��青
晃
園
�

�中
央
造
園
土

木
�

野
尻
造
園
�

主
張
す
る
事
実
�

�１
社
を
除
く
７
社
は

入
札
参
加
無
資
格
者
�

３
社
を
除
く
５
社
は

入
札
参
加
無
資
格
者
�

�（
株
）ア
セ
ラ
を
含
む

１
３
社
は
入
札
参
加

無
資
格
者
�

東
勝
緑
産
は
入
札
参

加
無
資
格
者
�

�青
晃
園
は
入
札
参
加

無
資
格
者
�

中
央
造
園
土
木
は
入

札
参
加
無
資
格
者
�

野
尻
造
園
は
入
札
参

加
無
資
格
者
�

番号�

�

件数�

１
��２
���３
���４
���５
����６
�

８
�

件
�

８
�

件
��

１６
�

件
��１
�

件
��１
�

件
�

１
�

件
�

１
�

件
�



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
号
　
　
平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日

二

第
４
　
請
求
の
受
理
�

　
　
　
本
件
請
求
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
�

　
　
４
２
条
所
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
平
成
１
３
年
１
２
月
４
日
受
理
を
決
定
し
た
。
�

　
　
　
但
し
、
（
監
査
の
請
求
）
－
第
３
－
請
求
の
要
旨
１
に
お
け
る
別
表
１
の
番
号
１
及
び
２
に
係

　
　
る
請
求
並
び
に
請
求
の
要
旨
２
に
お
け
る
公
園
公
社
の
契
約
に
係
る
請
求
及
び
平
成
１
１
年
度
以

　
　
前
の
契
約
に
係
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
要
件
を
具
備
し
て
い
な
い
た
め
、
（
監
査
の
実
施
）
－
第

　
　
１
監
査
対
象
事
項
の
と
お
り
監
査
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
。
�

（
監
査
の
実
施
）
�

第
１
　
監
査
対
象
事
項
�

　
　
　
措
置
請
求
書
及
び
陳
述
の
内
容
か
ら
次
の
事
項
を
監
査
対
象
と
し
た
。
�

　
　
　
１
　
別
表
１
掲
載
の
植
栽
管
理
業
務
委
託
契
約
の
う
ち
、
峡
中
、
峡
東
、
峡
南
及
び
峡
北
の
各

　
　
　
　
地
域
振
興
局
が
締
結
し
た
契
約
の
違
法
性
。
�

　
　
　
２
　
県
土
木
部
が
平
成
１
２
年
度
及
び
１
３
年
度
に
締
結
し
た
植
栽
管
理
業
務
委
託
契
約
の
不

　
　
　
　
当
性
と
不
当
性
が
あ
る
場
合
の
県
に
お
け
る
損
害
発
生
の
有
無
。
�

　
　
　
な
お
、
法
第
２
４
２
条
第
１
項
は
、
監
査
請
求
の
対
象
と
な
る
も
の
と
し
て
、
「
当
該
普
通
地

　
　
方
公
共
団
体
の
長
若
し
く
は
委
員
会
若
し
く
は
委
員
又
は
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
職
員
」
の
、

　
　
違
法
又
は
不
当
な
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
�

　
　（
監
査
の
請
求
）
－
第
３
－
請
求
の
要
旨
１
に
お
け
る
公
園
公
社
及
び
財
団
法
人
山
梨
県
県
民
ス

　
　
ポ
ー
ツ
事
業
団
の
契
約
に
係
る
請
求
、
及
び
請
求
の
要
旨
２
に
お
け
る
公
園
公
社
に
係
る
請
求
に

　
　
つ
い
て
は
、
同
条
同
項
の
要
件
を
具
備
し
な
い
た
め
監
査
対
象
と
は
し
な
い
。
�

　
　
　
ま
た
、
法
第
２
４
２
条
第
２
項
は
、
住
民
監
査
請
求
は
「
当
該
行
為
の
あ
っ
た
日
又
は
終
わ
っ

　
　
た
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

　
　
本
件
請
求
は
平
成
１
３
年
１
１
月
１
９
日
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
（
監
査

　
　
の
請
求
）
－
第
３
－
請
求
の
要
旨
２
に
お
け
る
平
成
１
１
年
度
以
前
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
契
約

　
　
終
了
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
て
い
る
た
め
監
査
対
象
と
は
し
な
い
。
�

第
２
　
監
査
対
象
機
関
�

　
　
　
土
木
部
、
出
納
局
、
峡
中
地
域
振
興
局
、
峡
東
地
域
振
興
局
、
峡
南
地
域
振
興
局
及
び
峡
北
地

　
　
域
振
興
局
�

第
３
　
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
�

　
　
　
請
求
人
に
対
し
、
法
第
２
４
２
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
な
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機

　
　
会
を
設
け
た
と
こ
ろ
、
平
成
１
３
年
１
２
月
２
１
日
、
新
た
な
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
が
あ
っ
た
。
�

�（
監
査
の
結
果
）
�

第
１
　
事
実
の
概
要
�

　
　
　
請
求
書
及
び
事
実
証
明
書
の
内
容
か
ら
請
求
人
の
主
張
す
る
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ

　
　
う
に
確
認
し
た
。
�

　
１
　
請
求
の
要
旨
１
に
お
け
る
契
約
締
結
状
況
に
つ
い
て
�

　
　
　
峡
中
、
峡
東
、
峡
南
、
峡
北
の
各
地
域
振
興
局
が
締
結
し
た
植
栽
管
理
業
務
委
託
契
約
に
つ
い

　
　
て
は
、
別
表
２
－
１
～
２
－
４
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
�

別
表
２
－
１
�

峡
中
地
域
振
興
局
分
�

別
表
２
－
２
�

峡
東
地
域
振
興
局
分
           �

契
約
内
容
�

契
約
箇
所
�

舞
鶴
城
公
園
植
栽
管
理
�

甲
府
市
丸
の
内
地
内
の
３
�

国
道
１
４
０
号
外
植
栽
管
理
�

甲
府
市
向
町
地
内
外
�

甲
府
市
川
大
門
線
外
植
栽
管
理
�

昭
和
町
飯
喰
地
内
外
�

若
草
双
葉
線
外
植
栽
管
理
�

八
田
村
上
高
砂
地
内
外
�

国
道
３
５
８
号
外
植
栽
管
理
�

甲
府
市
中
町
地
内
外
�

国
道
４
１
１
号
外
植
栽
管
理
�

甲
府
市
中
央
１
丁
目
地
内
外
�

甲
府
櫛
形
線
外
植
栽
管
理
�

甲
府
市
貢
川
本
町
地
内
外
�

芸
術
の
森
公
園
植
栽
管
理
�

甲
府
市
貢
川
地
内
の
１
�

緑
ヶ
丘
ス
ポ
ー
ツ
公
園
植
栽
管
理
�

甲
府
市
緑
ヶ
丘
地
内
�

中
央
公
園
植
栽
管
理
�

甲
府
市
中
央
１
丁
目
地
内
�

御
勅
使
南
公
園
植
栽
管
理
�

八
田
村
六
科
地
内
の
６
�

御
勅
使
南
公
園
植
栽
管
理
�

八
田
村
六
科
地
内
の
５
�

御
勅
使
南
公
園
植
栽
管
理
�

八
田
村
六
科
地
内
の
４
�

甲
府
駅
前
線
植
栽
管
理
�

甲
府
市
丸
の
内
南
口
広
場
の
１
�

荒
川
河
川
管
理
�

甲
府
市
千
塚
４
丁
目
地
内
外
�

濁
川
河
川
管
理
�

甲
府
市
七
沢
町
地
内
�

入
札
日
�

契
約
日
�

Ｈ
１３
．３
．２８
�

Ｈ
１３
．４
．１
�

Ｈ
１３
．３
．２８
�

Ｈ
１３
．４
．１
�

Ｈ
１３
．３
．２８
�

Ｈ
１３
．４
．１
�

Ｈ
１３
．３
．２８
�

Ｈ
１３
．４
．１
�

Ｈ
１３
．３
．２８
�

Ｈ
１３
．４
．１
�

Ｈ
１３
．３
．２８
�

Ｈ
１３
．４
．１
�

Ｈ
１３
．３
．２８
�

Ｈ
１３
．４
．１
�

Ｈ
１３
．３
．２８
�

Ｈ
１３
．４
．１
�

Ｈ
１３
．３
．２８
�

Ｈ
１３
．４
．１
�

Ｈ
１３
．３
．２８
�

Ｈ
１３
．４
．１
�

Ｈ
１３
．３
．２８
�

Ｈ
１３
．４
．１
�

Ｈ
１３
．３
．２８
�

Ｈ
１３
．４
．１
�

Ｈ
１３
．３
．２８
�

Ｈ
１３
．４
．１
�

Ｈ
１３
．３
．２８
�

Ｈ
１３
．４
．１
�

Ｈ
１３
．６
．１３
�

Ｈ
１３
．６
．１４
�

Ｈ
１３
．６
．１３
�

Ｈ
１３
．６
．１４
�

契
約
方
法
�

�指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

契
約
金
額
�

（
円
）�

７
，８７５

，０００
��

１９
，１１０

，０００
��

１８
，６９０

，０００
��

１７
，２２０

，０００
��

１９
，４２５

，０００
��

１７
，５３５

，０００
��

１１
，１３０

，０００
��

１３
，１２５

，０００
��

１
，４７０

，０００
��

２
，４１５

，０００
��

１２
，９１５

，０００
��

１６
，６９５

，０００
��

１５
，９６０

，０００
��

３
，７８０

，０００
��

３
，７８０

，０００
��

２
，７０９

，０００
�

契
約
の
相
手
方
�

�（
有
）
窪
田
造
園
�

�（
有
）
清
水
造
園
�

�（
株
）
石
原
グ
リ
�

ー
ン
建
設
�

（
株
）
帯
金
造
園
�

�（
株
）
ア
セ
ラ
�

�辻
緑
化
土
木（
株
）�

�河
野
造
園
土
木

（
株
）
�

（
株
）
津
々
美
造

園
�

（
株
）
宮
崎
造
園
�

�（
有
）
今
井
ガ
ー

デ
ン
�

（
株
）
明
桃
園
�

�甲
南
緑
化
（
株
）
�

�（
有
）
東
香
園
�

�（
有
）
志
村
樹
苗

園
�

（
有
）
志
村
樹
苗

園
�

辻
緑
化
土
木（
株
）�

番号�

�

１
��２
��３
��４
��５
��６
��７
��８
��９
��

１０
��

１１
��

１２
��

１３
��

１４
��

１５
��

１６
��

契
約
内
容
�

入
札
日
�

�

契
約
方
法
�

�

契
約
金
額
�

�

契
約
の
相
手
方
�

�
番

�
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三

別
表
２
－
３
�

峡
南
地
域
振
興
局
分
�

別
表
２
－
４
�

峡
北
地
域
振
興
局
分
�

２
　
入
札
参
加
資
格
の
設
定
状
況
に
つ
い
て
�

　
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
１
６
７

　
条
の
１
１
第
２
項
は
、
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
・
・
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

　
要
な
資
格
と
し
て
、
工
事
又
は
製
造
の
請
負
、
物
品
の
買
入
れ
そ
の
他
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の

　
長
が
定
め
る
契
約
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
契
約
の
種
類
及
び
金
額
に
応
じ
、
・
・
資
格
を
定
め

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
�

　
　
ま
た
、
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
山
梨
県
規
則
第
１
１
号
。
）
第
１
３
４
条
は
、
指
名
競

　
争
入
札
参
加
資
格
を
設
定
し
、
審
査
を
経
て
資
格
者
を
決
定
し
た
と
き
は
名
簿
を
作
成
す
べ
き
こ
と

　
と
し
て
い
る
。
�

　
　
県
で
は
、
次
に
示
す
契
約
に
つ
い
て
入
札
参
加
資
格
を
定
め
、
２
種
類
の
資
格
者
名
簿
を
作
成
し

　
て
入
札
参
加
資
格
者
を
登
載
し
て
い
た
。
�

　
　
①
　
建
設
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
）
の
別
表
で
定
め
る
２
８
種
類
の
工
事
請
負

　
　
　
契
約
及
び
知
事
が
定
め
る
契
約
と
し
て
、
工
事
に
係
る
委
託
契
約
（
測
量
、
工
事
設
計
等
）
に

　
　
　
つ
い
て
入
札
参
加
資
格
を
設
定
し
、
建
設
工
事
入
札
参
加
有
資
格
者
名
簿
（
以
下
「
建
設
工
事

　
　
　
名
簿
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
て
い
た
。
�

　
　
②
　
物
品
の
購
入
契
約
、
製
造
の
請
負
契
約
及
び
知
事
が
定
め
る
契
約
と
し
て
、
清
掃
、
警
備
等

　
　
　
２
９
種
類
の
役
務
提
供
契
約
に
つ
い
て
入
札
参
加
資
格
を
設
定
し
、
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資

　
　
　
格
者
名
簿
（
以
下
「
物
品
等
名
簿
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
て
い
た
。
�

３
　
請
求
の
要
旨
２
に
お
け
る
契
約
締
結
状
況
に
つ
い
て
�

（
1）
県
土
木
部
は
、
平
成
１
２
年
４
月
１
日
、
県
が
直
接
管
理
す
る
県
内
都
市
公
園
の
平
成
１
２
年
度

１
��

契
約
箇
所
�

国
道
４
１
１
号
外
植
栽
管
理
�

塩
山
市
小
松
尾
地
内
外
�

契
約
日
�

Ｈ
１３
．４
．２６
�

Ｈ
１３
．４
．２７
�

�指
名
競
争

入
札
�

（
円
）�

６
,８６７
，０００

��

�（
株
）
東
勝
緑
産
�

�

号�

�

１
��２
���

契
約
内
容
�

契
約
箇
所
�

国
道
３
０
０
号
外
植
栽
管
理
�

下
部
町
常
葉
地
内
外
�

市
川
大
門
下
部
身
延
線
外
植
栽
�

管
理
�

身
延
町
大
野
地
内
外
�

入
札
日
�

契
約
日
�

Ｈ
１３
．４
．２６
�

Ｈ
１３
．４
．２７
�

Ｈ
１３
.４
.２６
�

Ｈ
１３
.４
.２７
�

�

契
約
方
法
�

�指
名
競
争

入
札
�

指
名
競
争

入
札
�

契
約
金
額
�

（
円
）�

３
,２０２

,５００
��

１５
,６４５

,０００
���

契
約
の
相
手
方
�

�（
有
）青
晃
園
�

�中
央
造
園
土
木

（
株
）
�

�

番号�

�

１
����

契
約
内
容
�

契
約
箇
所
�

国
道
１
４
１
号
外
１
６
路
線
植
�

栽
管
理
�

韮
崎
市
本
町
地
内
外
�

入
札
日
�

契
約
日
�

Ｈ
１３
．７
．１０
�

Ｈ
１３
．７
．１１
�

�

契
約
方
法
�

�指
名
競
争

入
札
�

�

契
約
金
額
�

（
円
）�

９
,９７５

,０００
����

契
約
の
相
手
方
�

�野
尻
造
園
建
設

（
有
）�

�

番号�

�

　
　
に
お
け
る
植
栽
管
理
業
務
委
託
契
約
を
一
括
し
て
造
園
組
合
と
随
意
契
約
に
よ
り
締
結
し
た
。
契

　
　
約
に
含
ま
れ
る
都
市
公
園
は
、
御
勅
使
南
公
園
、
曽
根
丘
陵
公
園
、
富
士
川
ク
ラ
フ
ト
パ
ー
ク
、

　
　
芸
術
の
森
公
園
、
舞
鶴
城
公
園
、
中
央
公
園
、
釜
無
川
ス
ポ
ー
ツ
公
園
及
び
緑
が
丘
ス
ポ
ー
ツ
公

　
　
園
の
８
公
園
で
あ
る
。
契
約
金
額
は
、
１６４
,８５０

,０００
円
で
あ
り
、
契
約
期
間
は
平
成
１
２
年
４
月

　
　
１
日
～
平
成
１
３
年
３
月
３
１
日
で
あ
っ
た
。
�

　（
2）
上
記
（
1）
の
８
公
園
の
う
ち
曽
根
丘
陵
公
園
及
び
富
士
川
ク
ラ
フ
ト
パ
ー
ク
の
２
公
園
に
つ
い

　
　
て
は
、
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
３
９
年
山
梨
県
条
例
第
２
１
号
。
）
第
１
１
条
及
び
同
条

　
　
例
施
行
規
則
（
昭
和
３
９
年
山
梨
県
規
則
第
３
４
号
。
）
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
１
３
年
度

　
　
か
ら
公
園
公
社
に
公
園
の
管
理
を
委
託
し
た
。
�

　（
3）
峡
中
地
域
振
興
局
は
、
平
成
１
３
年
４
月
１
日
、
御
勅
使
南
公
園
、
芸
術
の
森
公
園
、
舞
鶴
城

　
　
公
園
、
中
央
公
園
及
び
緑
が
丘
ス
ポ
ー
ツ
公
園
の
５
公
園
の
、
ま
た
平
成
１
３
年
４
月
４
日
に
は

　
　
釜
無
川
ス
ポ
ー
ツ
公
園
の
、
そ
れ
ぞ
れ
植
栽
管
理
業
務
委
託
契
約
を
指
名
競
争
入
札
に
よ
り
締
結

　
　
し
た
。
契
約
金
額
は
６
公
園
の
合
計
で
７８
,３８２
,５００
円
で
あ
っ
た
。
�

　（
4）
曽
根
丘
陵
公
園
及
び
富
士
川
ク
ラ
フ
ト
パ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
３
年
５
月
８
日
、
公
園

　
　
公
社
に
お
い
て
植
栽
管
理
業
務
委
託
契
約
を
指
名
競
争
入
札
に
よ
り
締
結
し
た
。
契
約
金
額
は
合

　
　
計
で
９３
,８７０
,０００
円
で
あ
っ
た
。
�

第
２
　
判
断
�

　
１
　
請
求
人
は
、
峡
中
、
峡
東
、
峡
南
、
峡
北
の
各
地
域
振
興
局
が
締
結
し
た
植
栽
管
理
業
務
委
託

　
　
契
約
に
関
し
て
、
�

　
①
　
別
表
１
の
「
主
張
す
る
事
実
」
で
無
資
格
者
と
主
張
す
る
業
者
と
締
結
し
た
１
７
件
の
契
約
は
、

　
　
入
札
参
加
無
資
格
者
が
落
札
し
契
約
し
た
も
の
で
違
法
で
あ
る
�

　
②
　
知
事
に
対
し
、
違
法
行
為
の
存
在
と
発
生
原
因
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
是
正
し
、
県
民
へ
謝

　
　
罪
す
る
よ
う
求
め
る
�

　
と
主
張
し
て
い
る
の
で
、
以
下
こ
れ
に
つ
い
て
判
断
す
る
。
�

　（
1）
施
行
令
第
１
６
７
条
の
１
２
第
１
項
は
、
指
名
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る

　
　
と
き
は
、
施
行
令
第
１
６
７
条
の
１
１
第
２
項
に
基
づ
い
て
、
工
事
請
負
、
製
造
請
負
、
物
品
購

　
　
入
及
び
知
事
が
定
め
る
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
の
種
類
に
応
じ
て
設
定
し
た
と
こ
ろ
の
入
札
参
加

　
　
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
指
名
す
べ
き
こ
と
と
し
て
い
る
。
�

　
　
　
別
表
２
－
１
～
２
－
４
に
掲
載
の
本
件
の
植
栽
管
理
業
務
は
、
植
栽
し
た
公
園
内
の
樹
木
、
芝

　
　
生
又
は
街
路
樹
等
の
緑
地
を
良
好
な
状
態
に
維
持
す
る
た
め
の
業
務
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
除
草
、

　
　
芝
刈
り
、
薬
剤
散
布
、
剪
定
、
施
肥
及
び
補
植
等
を
内
容
と
す
る
複
合
的
な
業
務
で
あ
る
。
こ
の

　
　
よ
う
な
業
務
内
容
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
建
設
工
事
名
簿
及
び
物
品
等
名
簿
の
い
ず
れ
の
名
簿
上

　
　
も
契
約
の
種
類
と
し
て
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
件
の
植
栽
管
理
業
務
委
託
契
約
は
、

　
　
入
札
参
加
資
格
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
る
種
類
の
契
約
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
請
求

　
　
人
の
い
う
指
名
及
び
入
札
参
加
に
つ
い
て
無
資
格
か
否
か
と
い
う
問
題
は
発
生
し
得
な
い
契
約
で

　
　
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
本
件
契
約
が
違
法
で
あ
る
と
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
勧

　
　
告
は
必
要
な
い
も
の
と
判
断
す
る
。
�

　
　
　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
者
制
度
の
意
義
は
、
契
約
の
適
切
な
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と

　
　
な
る
、
資
力
、
信
用
、
能
力
、
技
術
力
等
を
判
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
契
約
の
履
行
能
力
が
な
い

　
　
不
適
格
者
の
参
加
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
の
よ
う
に
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あ
ら
か
じ
め
入
札
参
加
資
格
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
種
類
の
契
約
に
当
た
っ
て
も
、
契
約
担
当
者
は
、

　
　
こ
の
意
義
に
沿
っ
て
入
札
参
加
者
を
指
名
す
る
べ
き
で
あ
る
。
�

　
　
　
こ
の
点
に
関
し
、
各
地
域
振
興
局
は
、
類
似
し
た
業
種
の
入
札
参
加
資
格
者
か
ら
指
名
す
る
こ

　
　
と
と
し
、
本
件
の
契
約
内
容
が
土
木
施
設
の
植
栽
管
理
業
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
建
設
工
事
名
簿

　
　
の
造
園
工
事
に
登
載
さ
れ
て
い
る
業
者
及
び
物
品
等
名
簿
の
う
ち
造
園
関
係
を
取
扱
っ
て
い
る
業

　
　
者
の
中
か
ら
、
過
去
の
実
績
、
地
域
性
等
を
考
慮
し
て
指
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
�

（
2）
本
件
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
付
言
す
る
。
�

　
　
植
栽
管
理
業
務
委
託
契
約
に
つ
い
て
入
札
参
加
資
格
を
設
定
し
て
い
な
い
現
状
で
は
、
類
似
し
た

　
業
種
か
ら
指
名
対
象
業
者
を
選
定
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
は
、
植
栽

　
管
理
業
務
委
託
契
約
を
あ
ら
か
じ
め
入
札
参
加
資
格
を
設
定
す
る
契
約
と
し
て
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。
�

２
　
請
求
人
は
、
土
木
部
都
市
計
画
課
が
締
結
し
た
植
栽
管
理
業
務
委
託
契
約
に
つ
い
て
�

　
①
　
平
成
１
２
年
度
及
び
１
３
年
度
に
一
括
し
て
造
園
組
合
と
随
意
契
約
に
よ
り
締
結
し
た
も
の
で
、

　
　
随
意
契
約
の
条
件
に
適
合
し
な
い
不
当
な
契
約
で
あ
る
�

　
②
　
知
事
に
対
し
、
競
争
入
札
を
し
た
場
合
と
比
較
し
た
損
害
金
２
億
円
を
、
契
約
当
事
者
が
県
に

　
　
支
払
う
措
置
を
講
じ
る
よ
う
に
求
め
る
�

　
と
主
張
し
て
い
る
の
で
、
以
下
こ
れ
に
つ
い
て
判
断
す
る
。
�

（
1）
随
意
契
約
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
�

　
　
法
第
２
３
４
条
第
２
項
は
、
「
随
意
契
約
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
、

　
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
施
行
令
第
１
６
７
条
の
２
第
１
項

　
で
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
、
「
そ
の
性
質
又
は
目
的
が
競
争
入
札
に
適
し
な
い
と
き
」

　（
同
条
同
項
第
２
号
）
な
ど
７
項
目
に
限
定
し
て
い
る
。
�

　
　
ま
た
、
出
納
局
が
会
計
事
務
に
携
わ
る
職
員
の
執
務
の
指
針
と
し
て
平
成
７
年
１
０
月
に
発
行
し

　
た
『
会
計
事
務
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
で
も
「
そ
の
性
質
又
は
目
的
が
競
争
入
札
に
適
し
な
い
」
事
例
と

　
し
て
は
、
①
目
的
物
が
特
定
の
者
で
な
け
れ
ば
納
入
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
　
②
特
殊
の
物
品

　
若
し
く
は
特
別
の
目
的
を
有
す
る
物
品
を
そ
の
生
産
又
は
製
造
の
場
所
か
ら
直
接
買
い
入
れ
る
と
き
、

　
又
は
特
殊
の
技
術
を
必
要
と
す
る
物
品
を
買
い
入
れ
る
と
き
�

　
③
県
の
行
為
を
秘
密
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
　
④
外
国
で
契
約
を
締
結
す
る
と
き
　
⑤
国
又
は
公

　
共
団
体
と
直
接
契
約
す
る
と
き
を
挙
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
�

　
　
こ
の
よ
う
に
、
法
令
や
出
納
局
の
執
務
の
指
針
が
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
限
定

　
し
て
い
る
の
は
、
随
意
契
約
は
手
続
が
簡
略
で
あ
る
こ
と
、
経
費
の
面
で
も
負
担
が
少
な
く
て
済
む

　
こ
と
、
相
手
方
の
能
力
等
を
熟
知
の
う
え
で
契
約
相
手
を
選
定
で
き
る
な
ど
の
長
所
が
あ
る
反
面
、

　
運
用
を
誤
る
と
相
手
方
が
固
定
化
し
、
し
か
も
契
約
自
体
が
情
実
に
左
右
さ
れ
る
な
ど
公
正
な
取
引

　
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
そ
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
恣
意
的
な
行
為
を
極
力
排
除
し
よ
う
と

　
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
�

　
　
と
こ
ろ
で
、
本
件
の
契
約
時
に
お
け
る
随
意
契
約
理
由
書
は
、
随
意
契
約
と
す
る
理
由
と
し
て
、
�

　
①
　
年
間
委
託
費
を
一
括
し
て
積
算
し
、
契
約
す
る
こ
と
で
経
費
の
節
減
と
作
業
工
程
の
統
合
管
理

　
　
に
よ
る
施
工
の
合
理
化
が
図
ら
れ
る
�

　
②
　
協
同
組
合
は
、
昭
和
６
１
年
に
、
か
い
じ
国
体
後
の
各
種
緑
化
施
設
の
整
備
を
目
的
に
設
立
さ

　
　
れ
た
県
内
唯
一
の
認
可
団
体
で
あ
り
、
全
県
を
網
羅
し
た
組
合
員
に
よ
る
施
工
能
力
の
共
同
化
と

　
　
各
公
園
へ
の
即
応
体
制
が
期
待
で
き
る
�

　
と
し
て
、
施
行
令
第
１
６
７
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る
。
�

　
　
ま
た
、
土
木
部
は
、
こ
の
理
由
を
補
足
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
�

　
県
が
管
理
運
営
す
る
公
園
の
管
理
は
、
公
園
の
緑
地
を
通
年
に
わ
た
り
良
好
な
状
態
に
維
持
す
る
こ

　
と
を
目
的
に
行
う
。
具
体
的
に
は
、
除
草
、
芝
刈
り
、
薬
剤
散
布
、
剪
定
及
び
施
肥
等
を
内
容
と
す

　
る
複
合
的
な
業
務
で
あ
る
。
各
業
務
に
は
、
適
切
な
施
工
時
期
の
選
択
や
、
病
害
虫
の
早
期
発
見
、

　
早
期
駆
除
等
の
機
動
的
な
対
応
が
要
求
さ
れ
る
な
ど
、
高
度
の
専
門
知
識
と
技
術
が
必
要
で
あ
る
。

　
県
が
、
昭
和
６
１
年
に
小
瀬
ス
ポ
ー
ツ
公
園
を
皮
切
り
に
次
々
と
大
規
模
都
市
公
園
を
開
設
し
て
い
っ

　
た
時
期
は
、
造
園
施
工
管
理
技
士
の
有
資
格
者
を
保
有
す
る
な
ど
、
高
度
な
専
門
知
識
と
技
術
を
保

　
有
す
る
業
者
は
多
い
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、
保
有
す
る
有
資
格
者
の
人
数
も
少
人
数
で
あ
っ
た
。
こ

　
う
し
た
中
で
、
造
園
業
者
相
互
の
技
術
力
の
向
上
や
経
営
の
改
善
、
事
業
の
共
同
受
注
な
ど
を
目
的

　
に
協
同
組
合
が
設
立
さ
れ
、
県
が
発
注
す
る
植
栽
管
理
業
務
委
託
に
関
し
て
も
共
同
受
注
す
る
体
制

　
が
整
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
業
務
の
確
実
な
履
行
を
期
す
た
め
に
は
、
協
同
組
合

　
と
の
随
意
契
約
が
も
っ
と
も
妥
当
な
契
約
締
結
方
法
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
り
、
以
後
、

　
植
栽
管
理
業
務
の
技
術
水
準
を
維
持
す
る
た
め
、
平
成
１
２
年
度
に
至
る
ま
で
協
同
組
合
と
随
意
契

　
約
に
よ
り
契
約
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
旨
、
土
木
部
は
主
張
す
る
。
�

（
2）
こ
れ
ら
の
理
由
が
法
令
に
照
ら
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
か
検
討

　
す
る
。
�

　
①
　
８
つ
の
公
園
の
年
間
委
託
費
を
一
括
し
て
契
約
す
る
こ
と
は
、
個
々
の
公
園
ご
と
に
契
約
す
る

　
　
場
合
に
比
し
て
経
費
の
節
減
が
図
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
一
括
し
て
契
約
す
る
場
合

　
　
に
個
々
の
業
者
で
は
施
工
能
力
が
な
い
と
し
て
、
協
同
組
合
を
唯
一
の
契
約
相
手
と
し
て
い
る
が
、

　
　
個
々
の
公
園
ご
と
に
指
名
競
争
入
札
を
す
る
場
合
の
競
争
性
を
排
除
し
て
ま
で
も
随
意
契
約
と
す

　
　
る
だ
け
の
経
費
節
減
が
可
能
か
は
疑
問
で
あ
る
。
�

　
②
　
ま
た
、
昭
和
６
１
年
以
降
大
規
模
都
市
公
園
を
次
々
と
開
設
し
た
当
時
の
状
況
は
理
解
で
き
る

　
　
と
し
て
も
、
個
々
の
業
者
に
つ
い
て
は
、
類
似
業
種
で
あ
る
造
園
工
事
を
単
独
で
施
工
し
て
い
る

　
　
こ
と
、
さ
ら
に
平
成
１
３
年
度
に
つ
い
て
は
個
々
の
業
者
と
契
約
を
し
現
在
に
至
る
ま
で
特
に
不

　
　
都
合
は
生
じ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
平
成
１
２
年
度
に
つ
い
て
、
個
々
の
業
者
で
は
施
工
能

　
　
力
が
低
く
、
施
工
能
力
が
共
同
化
で
き
る
協
同
組
合
が
唯
一
の
契
約
相
手
で
あ
る
と
し
て
指
名
競

　
　
争
入
札
に
は
適
し
な
い
と
す
る
理
由
は
見
出
し
難
い
。
�

（
3）
競
争
入
札
と
比
較
し
た
場
合
の
損
害
の
発
生
に
つ
い
て
�

　
　
個
々
具
体
的
な
契
約
の
締
結
が
随
意
契
約
で
な
さ
れ
た
場
合
に
、
も
し
競
争
入
札
で
契
約
し
た
場

　
合
に
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
契
約
額
を
推
計
し
随
意
契
約
額
と
の
差
額
を
算
出
し
た
と
し
て
も
、
そ
の

　
算
定
値
は
不
確
実
で
あ
り
、
こ
れ
を
損
害
額
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
�

　
　
そ
こ
で
、
随
意
契
約
に
よ
る
契
約
額
の
妥
当
性
を
、
予
定
価
格
と
の
比
較
で
検
証
す
る
。
こ
こ
で

　
い
う
予
定
価
格
と
は
、
県
が
契
約
を
締
結
す
る
際
に
、
相
手
方
の
申
出
に
か
か
る
価
格
の
適
否
を
判

　
断
す
る
た
め
、
標
準
的
価
格
に
よ
っ
て
積
算
し
た
積
算
額
に
基
づ
い
て
定
め
た
契
約
の
上
限
額
で
あ
る
。
�

��



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
号
　
　
平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日

五

　
　
平
成
１
２
年
度
に
お
け
る
御
勅
使
南
公
園
以
下
８
公
園
の
植
栽
管
理
業
務
委
託
契
約
は
、
予
定
価

　
格
１
７６
,０８５

,０００
円
に
対
し
、
契
約
額
１６４
,８５０

,０００
円
で
随
意
契
約
し
た
。
こ
の
契
約
額
の
予
定
価

　
格
に
対
す
る
比
率
は
９
３
.６
％
で
あ
る
。
�

　
　
と
こ
ろ
で
、
平
成
１
３
年
度
に
つ
い
て
は
、
（
監
査
の
結
果
）
－
題
１
－
３
－（
3）（
4）で

述
べ
た

　
と
お
り
８
公
園
中
２
公
園
は
公
園
公
社
に
管
理
委
託
し
た
も
の
の
、
す
べ
て
の
植
栽
管
理
業
務
委
託

　
契
約
を
指
名
競
争
入
札
の
方
法
で
契
約
し
て
お
り
、
契
約
額
の
合
計
は
１７２
,２５２

,５００
円
で
、
予
定
価

　
格
合
計
１８６
,４７０
,５５０

円
に
対
す
る
比
率
は
９
２
.４
％
で
あ
っ
た
。
�

　
　
８
公
園
全
体
の
業
務
内
容
が
平
成
１
２
年
度
と
１
３
年
度
で
全
く
同
一
で
は
な
い
の
で
単
純
に
比

　
較
は
で
き
な
い
が
、
契
約
額
の
予
定
価
格
に
対
す
る
比
率
に
極
端
な
差
異
は
な
く
、
随
意
契
約
を
し

　
た
こ
と
に
よ
り
県
に
損
害
を
与
え
た
と
ま
で
は
言
い
難
い
。
�

（
4）
以
上
の
と
お
り
、
協
同
組
合
の
設
立
趣
旨
や
従
来
か
ら
の
経
緯
を
考
慮
し
て
も
、
指
名
競
争
入
札

　
に
求
め
ら
れ
る
競
争
性
を
排
除
す
る
ま
で
の
理
由
は
見
出
し
難
く
、
法
第
２
３
４
条
及
び
施
行
令
第

　
１
６
７
条
の
２
の
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き

　
な
い
が
、
県
は
、
平
成
１
３
年
度
か
ら
契
約
方
法
を
指
名
競
争
入
札
に
是
正
し
て
い
る
こ
と
は
既
に

　
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
知
事
に
対
す
る
勧
告
は
必
要
な
い
も
の
と
判
断
す
る
。
�

��
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